
 
 
 
 
 
 
 
 

～令和３年度 表彰・感謝状受賞者～ 
 

毎年恒例の（公社）日本食品衛生協会主催の食品衛生指導員全国大会及び食品衛生功労者・

食品衛生優良施設表彰式並びに福岡県食品衛生大会については、コロナ禍により、昨年に続

いて本年度も開催見送りとなりましたが、こうした中において（公社）福岡県食品衛生協会

関係者の方々が次のとおり表彰を受けられました。誠におめでとうございます。 

なお、福岡県知事表彰及び福岡県保健医療介護部長表彰並びに（公社）福岡県食品衛生協

会長表彰･感謝状の受賞者については、紙面の都合により来月号（第９号）でご紹介します。 

 

〇厚生労働大臣表彰 

【食品衛生功労者】 

末岡 正敏（筑紫支所  食品販売業）   小林 富美子（粕屋支所 飲食店販売業）      

松本 忠 （北筑後支所 飲食店営業） 小田 幸子（久留米支所 飲食店営業） 

 

〇厚生労働省医薬･生活衛生局長表彰 

【日本食品衛生協会支部･支所役員】 

神田  徹（嘉穂･鞍手支所  菓子製造業） 川口 治彦 (南筑後支所  飲食店営業)  

 

〇日本食品衛生協会長表彰 

【食品衛生功労者】 

松隈 隆和（嘉穂･鞍手支所  飲食店営業） 村田  豊 （久留米支所  飲食店営業） 

徳永 勝久（八女支所  飲食店営業）       垣内 洋一（京築支所 食肉製品製造業） 

大塚  直 （南筑後支所 マーガリン又はショートニング製造業） 

黒田  洋 （大牟田支所 菓子製造業） 

   

〇日本食品衛生協会長感謝状 

【行政担当者】 

友枝 裕美（南筑後保健福祉環境事務所） 犬山 正子（南筑後保健福祉環境事務所） 

  二井 智子（食肉衛生検査所）       

 

〇日本食品衛生協会理事長表彰 

【食品衛生指導員】 

三舩 國弘（嘉穂･鞍手支所  飲食店営業） 
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～ ～ 

 
10 月 14 日、久留米市立城島小学校（原田敏男校長）で手洗い授業が行われました。 

6 年生 2クラス 36 名と先生 6名が参加し、久留米市保健所の食品衛生監視員から「食中毒

について」と「手洗いはなぜ必要なのか」の説明を受けた後、手洗いマイスター12 名を含む

久留米市食品衛生協会の食品衛生指導員から「正しい手洗い」の方法について、実践を交え

ながら学びました。 

子どもたちは、「ブラックライトで見てみると、結構洗い残しがあってびっくりした」、「今

まで手洗いを雑にしていたので、ていねいにしたい」、「手洗いの大切さや仕方を家族にも教

えたい」などと感想を述べていました。 

 

   
 

～ （総合食品賠償共済） 

共済金支払い事例（第 3 回） ～ 
〇飲食店で発生した高額支払い事例 

（出典：食と健康 2021 年 8 月号）  

 
 
加入者店舗では、暖房器具としてストーブを用いており、日頃からやかんを乗せて温めていまし

た。平成 28 年、やかんが落下し、客の子どもが火傷をしました。被害者両親、加入者にて示談交渉

を進めてきましたが解決に至らず、平成 30 年に訴訟に発展しました。 

訴訟では、加入者の責任割合が論点となり、結果として令和 3 年（事故発生から約 5 年後）に約

1500 万円の損害賠償金が支払われることと確定しました。賠償金は治療費、後遺障害に対する慰

謝料、親の休業損害などによります。 

被害者両親からの損害賠償請求額は 4000 万円を超えていましたが、加入者は「あんしんフード

君」に加入していたため、落ち着いて示談交渉･訴訟に臨むことができたそうです。万が一、加入者

が「あんしんフード君」に加入していなかったら、4000 万円もの損害賠償請求を受けていることは大

変な精神的苦痛であり、5 年間もこの苦痛を抱えたまま営業する必要があったと考えられます。 

業務･施設事故は、いつ、どこで発生しても不思議ではありません。 
 
だから・・・・ 

 
への加入をお勧めします。 

詳しくは、http://www.n-shokuei.jp/でご確認ください 

年間掛金

休業掛金

15,600円

2,900円

原因
（病因物質等）

事故発生日
支部
支所

業種 事故の概要 被害者数 支払い共済金

業務リスク
平成28年
１月８日

沖縄県
中　部

飲食店

食　品
製造業

加入者店舗にあるストー
ブの上に設置していたや
かんが落下し、客の子ど
もが火傷を負った。
本件は弁護士に委任さ
れ、加入者の設置してい
た場所が悪かったが、客
の不注意による過失も考
慮した賠償金での示談と
なった。入院1名

1名

　
施設賠償金：15,500,000円

特別費用： 1,550,000円
弁護士費用： 1,831,172円
      合計：18,881,172円


